
２０２３年３月１７日 

二本松信用金庫行動計画 
 
職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくるこ

とによって、全ての職員がその能力を発揮できるようにするために、次のように行動

計画を策定する。 
 
１． ２０２３年４月１日から２０２６年３月３１日までの３年間 
２． 内容 
目標１ 

育児・介護休暇・休業制度に関する金庫内就業規則の周知と、公的支援制度（雇

用保険、健康保険等）の周知により、安心して取得できるよう情報の啓蒙に努め

る。 
＜対策＞ 

２０２３年４月～２０２６年３月 
・子育て期間中の短時間勤務制度、時間外労働の免除制度やパパママ育休制度を

庫内イントラネットにて常時掲示、職員に周知すること等の取得促進策を実施

する。 
・公的な支援制度（雇用保険、健康保険等）による育児（介護）休業給付の支給

や育児休業中の社会保険料の免除制度等を庫内イントラネットに常時掲示し、

より安心して休業制度が利用できるように情報の発信をする。 
 
 

目標２ 
年次有給休暇の取得促進策として、計画的な連続休暇（原則５日連続）取得制度

の完全実施や、半日有給休暇制度の積極的利用を促す。 
＜対策＞ 

２０２３年４月～２０２６年３月 
・営業店ごとに年度当初に当年度の連続休暇取得計画を作成し、完全実施を目指

して、人事部門においても取得状況の監視を行い、有給休暇取得促進を図る。 
・半日有給休暇制度をより積極的に利用するよう、庫内説明会や広報等において、

制度の利用促進を PR していく。 
・完全実施を目指して、人事部門においても取得状況の監視を行い、有給休暇取

得促進を図る。 
 

目標３ 
出産や子育てにより、やむなく退職した職員を対象にした、再雇用制度を検討す

る。 
＜対策＞ 
２０２３年４月～２０２６年３月 



・職務に習熟した元職員の再雇用は、業務の遂行上でも重要であり、就業関連規

程の整備を検討する。 
・就業関連規程の整備後、退職者のニーズを調査し、再雇用の働きかけを行う。 

 
 

目標４ 
 働く親の職場見学と業務内容を説明する「こども参観日」の実施。 
 
＜対策＞ 
２０２３年４月～２０２６年３月 

・年１回「こども参観日」を継続実施する。 
 
 
 目標５ 

  月１回の「ノー残業デー」を実施する。 
   
 ＜対策＞ 
   ・職員が子供や家族と交流する時間を確保することにより、子供の教育や家事

に共同参加できるような環境をつくる。 
  ２０２３年４月～２０２６年３月 
   ・月１回の「ノー残業デー」を実施する。（但し、１２月・３月を除く） 
 
 
  目標６ 
   男性の育児休業取得を促進するための措置を実施する。 
   
 ＜対策＞ 
  ２０２３年４月～２０２６年３月 
   ・男性の育児休業取得を促進させるため、子の出生直後の時期における柔軟な 

育児休業の枠組みを創設する。育児休業の分割取得を可能とし、取得促進を図

る。 
 
  目標７ 
   不妊治療のために利用することができる休暇制度を導入する。 
    
 ＜対策＞ 
  ２０２３年１０月～２０２６年３月 
   ・不妊治療を受ける職員に配慮し、休暇制度を利用できる環境を整備する。 

以上 


